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１ 策定の目的 

  人口減少や少子高齢化の進行に伴い、本市の歳入の根幹である市税については、今後の大

幅な伸びを期待することは難しい状況にあります。その一方で、歳出については、扶助費等

の社会保障関係経費の増加が見込まれるとともに、これまでの大型事業の実施に伴う公債費

が増大していく中で、従来にも増して効率的・効果的な行財政運営が求められています。 

  こうした中、本市では、令和２年３月に『茅ヶ崎市財政健全化緊急対策』を策定し、「市

有財産については、公共事業での活用の要否について十分に検討を加えた上で、不要な財産

は積極的に売却や貸付等を行い、歳入確保策を検討すること」としています。持続可能な行

財政運営を進めるためには、現在市が保有する未利用財産や『公共施設整備・再編計画（改

訂版）』で新たに生み出される公共施設の跡地などを資産と捉え、公共・公益的な目的を踏

まえながら、資産経営の視点に立ち、資産の情報を一元化し、個々の資産について、総合的

かつ戦略的に有効活用を図る必要があります。 

  以上のことから、これからの資産活用に関し基本的な考え方を示し、具体的な取り組みに

繋げていくことで、財源の確保、財政負担の軽減・平準化を図りつつ、市有財産※の有効活

用を実現することを目的とします。 

 

※ 市有財産とは、地方自治法第２３８条第１項に規定する公有財産で本市の所有に属するも

のをいう。 

 

２ 市有財産の現状と課題 

（1）市有財産の分類と所管 

   市が保有する財産については、地方自治法第２３７条において、「公有財産」、「物品」、「債

権」、並びに「基金」に分類され、このうち公有財産については、地方自治法第２３８条第３

項において、行政財産と普通財産に分類されています。 

   行政財産は、公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、その公の目的

を達成するために、所管する部署で維持管理をしています。 

   地方自治法第２３８条の４では行政財産の管理及び処分について規定され、同条第２項では

「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定するこ

とができる」、同条第７項では、「行政財産はその用途又は目的を妨げない限度においてその使

用を許可することができる」と定められています。 

   平成１８年には、地方自治法の一部改正により、行政財産である公共施設等の床や敷地等に

余裕がある場合においても、適正な方法による管理を行う上で適当と認められる者への貸付

（目的外使用を含む）が可能となり、市有財産の利活用を目的とした、柔軟な対応ができるよ

うになっています。 

   一方、普通財産は、行政財産以外の一切の市有財産で、貸付しているものや行政目的を喪失

し遊休化しているものなど多岐にわたるものがあり、基本的には用地管財課が維持管理してい

ます。 
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（2）市有財産の保有状況 

   市有財産のうち、主な利活用の対象となる土地・建物の保有状況は、次のとおりとなります。 

 

【市有財産（土地・建物）の保有状況（平成３１年３月３１日現在）】 

（単位：㎡） 

区 分 土地 
建物（延面積） 

木造 非木造 計 

行

政

財

産 

本庁舎 19,330.82 0.00 26,965.65 26,965.65 

その他の行政機関 消防施設 12,777.51 0.00 7,626.95 7,626.95 

公共用財産 

学校 542,540.75 1,207.64 239,297.80 240,505.44 

公営住宅 23,864.46 0.00 18,274.76 18,274.76 

公園 301,111.47 1,126.70 8,219.81 9,346.51 

その他の施設 333,674.69 3,015.80 119,389.31 122,405.11 

その他 16,697.70 0.00 0.00 0.00 

小計 1,249,997.40 5,350.14 419,774.28 425,124.42 

普

通

財

産 

宅地 11,530.70 0.00 0.00 0.00 

雑種地 11,214.52 0.00 0.00 0.00 

事務所・その他 990.35 0.00 413.99 413.99 

小計 23,735.57 0.00 413.99 413.99 

合 計 1,273,732.97 5,350.14 420,188.27 425,538.41 

    ※ 道路、河川、法定外公共物（里道、水路等）を除く。 

 

（3）市有財産の現状と課題 

   市有財産のうち、現状積極的な利用が行われていない財産（以下「未利用財産」という。）

については、適正な維持管理に努めていますが、民間宅地などでの活用が想定されるもの

もあれば、逆に立地条件や形状等により利活用が困難なものもあり、それぞれの状況に応

じ、以下のような課題があります。 

 

  ① 固定資産台帳の活用 

    本市では、平成２９年度に統一的な基準に基づく地方公会計に準拠した固定資産台帳

を整備しています。市が保有する財産の現状を調査し、固定資産台帳のデータを随時更

新し、利活用可能な未利用財産を把握し、活用する必要があります。 

 

  ② 未利用財産の維持管理費の増加 

    未利用財産を保有・維持していくための人件費や維持管理費が継続的に必要となりま

す。また、建物については、老朽化に伴う修繕費などの維持管理費の増加が予想されま

す。 
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  ③ 売却可能資産の整理 

    売却可能資産であっても、土地の境界が未確定である、事前に工作物の撤去等を要す

るなど、売却するために相当の経費と期間が必要となる場合があります。 

 

  ④ 未利用財産の公表 

    売却及び貸付可能な未利用財産を公表し、広く利用希望者を募ることで、新たな利用

ニーズを誘発する必要があります。 

 

  ⑤ 民間需要に応じた適正な売却価格の設定 

    財産の売却価格については、時価によることが原則であり、固定資産評価額、地価公

示、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額をもとに決定することとしています。しかし

ながら、実際の売却価格は、財産価値のみならず民間需要や個別要因等の影響も受ける

ことから、売却価格の決定にあたっては、これらの要因を総合的に勘案し、適正な価格

を決定する仕組みづくりが必要となります。 

 

（4）各既定計画との関連 

   本市では、公共施設マネジメントとして、平成２８年４月に『茅ヶ崎市公共施設等総合

管理計画』、平成３０年４月に『公共施設整備・再編計画（改訂版）』を策定し、施設の移

転または複合化及び施設の廃止により生じた財産や現時点で不要と判断された財産、また、

小規模な市有地については積極的に売却を行うこととしています。 

   今後、これを基本としながらも、令和２年３月策定の『茅ヶ崎市財政健全化緊急対策』

の趣旨を踏まえ、より実効性を図るものとして、本基本方針を策定し、未利用財産につい

ては売却や貸付等による利活用を促進する必要があります。 

 

３ 市有財産利活用の基本的な考え方 

  市有財産の利活用に当たっては、次の事項に基づき、対応していきます。 

〇 市有財産のうち、利活用可能な未利用財産について、個々の財産の状況を分析した上

で、利活用手法・条件等の検討を行い、個別の利活用方針を策定します。 

〇 策定した利活用方針に基づき、積極的に売却・貸付等の推進を行います。 

 

４ 利活用方針の検討方法  

（1）対象財産 

本基本方針で利活用の対象とする未利用財産については、次のとおりとします。 

① 普通財産のうち、現に貸付等で利用されていない土地・建物 

② 用途廃止を予定または決定している土地・建物 

③ 社会情勢の変化等により、今後十分な利活用が見込めない土地・建物 

④ 行政財産のうち、余裕部分の土地・建物 

⑤ 市有財産のうち、命名権（ネーミングライツ契約）の市場性が見込まれる財産 
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（2）未利用財産の分類 

   利活用方針の策定にあたっては、個々の対象財産の市としての需要に基づく検討はもち

ろんのこと、市場価値に基づく分析も必要となります。対象財産の分析については、市が

保有することや公用又は公共用の目的のために利用することの必要性を基準とする「公共

性」と対象財産に対する民間事業者からの関心の高さや、立地や面積、形状などの財産の

特性に基づき、市場において評価される価値を基準とする「市場性」の二つの評価軸によ

って類型を整理し、利活用方針の検討の際の参考とします。 

  【公共性と市場性との評価軸による財産の分類】 

（  ）は利活用事例 

 

○Ａ公共性が高く、市場性が低い財産 

（公共施設移転用地・一時貸付等） 

 

 

○Ｂ公共性が高く、市場性も高い財産 

（公共施設移転用地・公民連携・貸付・

命名権導入等） 

 

 

○Ｃ公共性が低く、市場性も低い財産 

（売却・一時貸付） 

 

 

○Ｄ公共性が低く、市場性が高い財産 

（民間等への売却・貸付） 

 

 

    低             市場性（価値）             高 

   

【財産分類のフロー図】 

 

NO

YES

NO

YES

YES

YES

NO

公用・公共用施設として使用中又は使用予定がある。

＆

民間等の活用見込みがない（市場性が低い）。

分類Ａ

公用・公共用施設として使用中又は使用予定がある。

＆

民間等の活用見込みがある（市場性が高い）。

分類Ｂ

公用・公共用施設として未使用又は使用予定がない。

＆

民間等の活用見込みがない（市場性が低い）。

分類Ｃ

公用・公共用施設として未使用又は使用予定がない。

＆

民間等の活用見込みがある（市場性が高い）。

分類Ｄ

高 

 

 

公

共

性 

 

 

低 
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○Ａ  公共性が高く、市場性が低い財産（公共施設移転用地・一時貸付等） 

    公共施設の移転先など、市の政策推進を軸に検討し、利活用までの期間は、民間への

一時貸付等を検討します。 

   ≪想定される主な未利用財産※≫ 

・ （仮称）小出第二小学校用地  など 

 

○Ｂ  公共性が高く、市場性も高い財産（公共施設移転用地・公民連携・貸付・命名権導入

等） 

    公共施設の移転先など、市の政策推進を軸に検討するとともに、公民連携策も検討し

ます。現に公用又は公共用に供している行政財産については、貸付・命名権導入等を検

討します。 

   ≪想定される主な未利用財産※≫ 

・ 資源物選別処理施設跡地 など 

 

○Ｃ  公共性が低く、市場性も低い財産（売却・一時貸付） 

    民間等への売却を検討します。 

   ≪想定される主な未利用財産※≫ 

・ 未利用普通財産  など 

 

○Ｄ  公共性が低く、市場性が高い財産（民間等への売却・貸付） 

    民間等への売却、貸付を検討します。 

   ≪想定される主な未利用財産※≫ 

・ 茅ヶ崎第１駐車場 

・ 学校給食共同調理場 

・ 市営高田住宅 

・ 文化資料館 

・ 未利用普通財産（茅ヶ崎駅周辺）  など 

 

 ※ 財産分類を具体的にイメージするため、主な未利用財産について、想定される分類へ

の記述を行っておりますが、あくまでも参考の分類であり、今後、詳細に本市における

活用検討やサウンディング調査などを行った上で、決定してまいります。 

 

（3）利活用方針の検討 

   これらを踏まえ、利活用手法・条件等の検討を行い、利活用方針を策定します。利活用

方針の検討にあたって、短期的に市で活用が見込まれない場合等についても、その土地・

建物の取得の経緯や利用状況、将来の利用可能性等を考慮したうえで、最適な利活用手法

を探っていきます。なお、建物の利活用は、事業の重要性とともに、新たな利活用のため

のイニシャルコスト（改修費や備品購入費等）と、維持管理のためのランニングコスト（光
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熱水費や保守委託費、修繕費等）から構成されるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を算出

し、費用対効果を検証したうえで、その可否を決定します。用途見直しを決定・予定して

いる施設が同時期に複数ある場合や、近隣に老朽化した施設がある場合は、公共施設マネ

ジメントの観点から、総合的に利活用手法を検討し、利活用方針の策定につなげていきま

す。 

   

【利活用手法の例】 

手法 概要 

処分 売却 

一般的な売却 原則として、入札により売却する。 

条件付売却 用途を限定したうえで、売却する。 

公募売却 
公募により、応募者からの事業提案を審査

し、優秀事業者を選定したうえで、売却する。 

保有 

貸付 貸付 

賃貸借契約や定期借地権の設定などによ

り、行政財産の余裕スペースや普通財産の有

効活用を図るために貸し付ける。 

許可 目的外使用許可 
行政財産の一部を、本来の目的とは異なる

目的で使用することを許可する。 

その他 命名権の導入 

施設名等について、企業名などを掲載する

命名権（ネーミングライツ契約）の導入を行

う。 

 

５ 利活用手法に関する基準 

（1）保有継続しない財産 

   保有継続しない財産は、計画的に売却等の処分を行います。特に売却可能資産は積極的

に処分を進めていくため、対象財産をホームページ等に公表し、広く公募の機会を確保す

るよう努めます。 

   また、土地の売却にあたって建物等がある場合は、それを解体し、売却処分を進めます。

ただし、建物付きで売却する場合は、土地代金から解体費相当額を控除した額により売却

できるものとします。 

 

① 売却処分の基準 

    財産の売却にあたっては、公平性を確保するため、一般競争入札を原則とします。た

だし、次のいずれかに該当する場合は、随意契約で売却できるものとします。 

   ア 公募型プロポーザル方式により選定したものに売払うとき。 

   イ 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において、公用もしくは公共用または公

益事業の用に供するとき。 

   ウ 公共的団体が公益事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。 

   エ 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者がその代替用地として、その未
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利用財産を必要とするとき。 

   オ 寄附又は譲渡を受けた財産を、その寄附者又は譲渡者（相続人その他包括承継人を

含む。）に売払うとき。 

   カ 狭小地等で単独利用が困難な土地又は単独で利用しようとすれば著しい支障が想

定される土地で、隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接地

の所有者その他の権原を有する者に売払うとき。 

   キ 一般競争入札を実施して不調になった物件を、入札時の予定価格を売却価格として

先着順で売払うとき。 

   ク その他特定の相手方との随意契約が適当と認められるとき。 

 

  ② 売却価格 

   ア 適正な時価による売却 

     売却価格の決定にあたっては、本来の財産価値のほか、民間需要や財産の個別要因

等も含め総合的に判断する必要があるため、原則として、不動産鑑定士から不動産鑑

定評価書を徴し、茅ヶ崎市不動産評価委員会に諮問を行ったうえで決定します。 

   イ 売却価格の減額 

     次の条件に該当する場合は、売却価格の減額ができるものとします。 

     ａ 茅ヶ崎市財産の交換、譲渡、貸付等に関する条例第３条の規定に該当するとき。 

     ｂ 公募型プロポーザル方式等により売払い相手として選定した事業者が適正な

時価を下回る売却価格を提案した場合で、地方自治法第９６条第６項の規定に基

づく議会議決を経て本契約を締結するとき。 

     ｃ その他（社会福祉事業の用に供する場合など）売却価格の減額が適正と認めら

れる場合で、地方自治法第９６条第６項の規定に基づく議会議決を得て本契約を

締結するとき。 

 

  ③ 民間事業者との連携 

    入札不調となり、随意契約することになった財産を対象として、宅地建物取引業者の

媒介により売却を進めます。 

 

④ 貸付財産の買受推奨 

    市有財産の貸付契約をしている者を対象として、当該財産の取得意向を確認し、取得

を希望する者に対して積極的に売却を進めます。 

 

⑤ 売却物件の用途指定 

    市有財産の売却に際し、次のいずれかに該当する場合は売払いの相手方に対して用途

及びその期間を指定するものとします。 

ア 一定の用途に供される目的をもって市有財産を売払うとき。 

   イ 財産の適正な利用を担保させるために必要と認められるとき。 
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  ⑥ 交換による処分 

    売却による処分だけではなく、必要に応じて交換による処分なども視野に入れた積極

的な未利用財産の運用と縮減に努めるものとします。 

 

（2）保有継続する財産 

  ① 貸付の推進 

未利用財産であっても、本市総合計画や個別計画等で利活用が見込まれるものについ

ては、継続的に保有するものとし、市有財産の新規取得を抑制します。このうち、当面

利用予定のない財産については、貸付による有効活用を図ることとします。 

ア 貸付の対象財産と対象者 

貸付にあっては、貸付対象財産を公表し、平等な申込の機会を確保し、競争性を保

つことに努めるものとします。また、公序良俗や公共の利益に反しない範囲で、公共

的な利用に限定されない、営利目的の利用などについても幅広く貸付ができるものと

します。また、行政財産の空きスペース等の貸付についてもこれに準ずるものとしま

す。また、財産の貸付後においても、当該財産が適正に利用されているか等を定期的

に調査し、適正な維持管理に努めます。 

なお、将来的に利用計画がある財産の貸付においては、その利用形態等に関して個別

に貸付条件を定めるものとします。 

イ 貸付料 

     貸付料については、「茅ヶ崎市市有財産規則」の規定に基づき算定します。ただし、           

収益性の高い財産の貸付にあたっては、売却と同様、一般競争入札等による決定価格

とします。 

 

  ② 命名権（ネーミングライツ契約）の導入 

    市有財産のうち、命名権（ネーミングライツ契約）の市場性が見込まれる財産につい

ては、導入を検討します。 

 

６ 利活用方針の策定 

  地方自治法第９６条及び本市「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例」の規定を確認したうえで、以下の手順で利活用を図るものとします。 

（1）利活用方針の策定体制 

   利活用方針については、関係所管課における協議を行うとともに、専門的な見地が求め

られる場合には、必要に応じて有識者のアドバイスを踏まえた上で、庁議において決定す

るものとします。 

 

（2）利活用方針策定のフロー 

   新たな利活用方針決定の基本的なフローは次のとおりです。フローに沿わない案件につ

いては、その案件ごとに方法を検討・修正することとします。 

※ 道路・河川・法定外公共物（里道、水路等）など、小規模な財産の売却、貸付は除く。 
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【策定フロー図】 

  

  

未利用財産の情報整理（固定資産台帳との連携・現状の把握）

【未利用財産の分類実施】

公用又は公共施設としての新たな活用要望及び各既定計画等との突合・調整

&

民間等の活用意向の調査等

利活用方針の検討

利活用方針の策定

※必要に応じ、議会説明の実施

利活用実施（事業化・売却・貸付等）

庁

議
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［参考資料］ 

 

１ 普通財産の売却の実績（平成 28年度～令和 2年度）  

※令和 2 年度は予算額 

年度 土地（㎡） 金額（円） 

平成 28年度 1,688.65 47,575,300 

平成 29年度 4,357.54 680,919,700 

平成 30年度 315.59 12,630,100 

令和元年度 626.57 29,330,500 

令和 2 年度(予算) ― 575,000,000 

合 計 ― 1,345,455,600 

 

２ 普通財産及び行政財産の貸付の実績（平成 28年度～令和 2年度） 

※令和 2 年度は予算額 

年度 土地（円） 建物（円） 合計（円） 

平成 28年度 2,611,737 1,574,233 4,185,970 

平成 29年度 4,450,628 5,043,544 9,494,172 

平成 30年度 10,345,598 9,498,403 19,844,001 

令和元年度 8,204,103 12,393,288 20,597,391 

令和 2 年度（予算） 6,519,000 14,276,000 20,795,000 

合 計 32,131,066 42,785,468 74,916,534 

 

３ 行政財産の目的外使用許可の実績（平成 28年度～令和 2年度） 

※令和 2 年度は予算額 

年度 土地（円） 建物（円） 金額（円） 

平成 28年度 4,744,216 5,186,149 9,930,365 

平成 29年度 5,775,925 3,852,321 9,628,246 

平成 30年度 5,512,372 2,742,375 8,254,747 

令和元年度 6,252,382 2,859,738 9,112,120 

令和 2 年度(予算) 5,048,000 2,124,000 7,172,000 

合 計 27,332,895 16,764,583 44,097,478 
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